
指宿市史編さん委員会等設置要綱

（設置）

第１条 指宿市史（以下「市史」という。）の編さんの円滑な推進を図るため，

指宿市史編さん委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 委員会は，次に掲げる事項について審議する。

(1) 市史編さん方針及び刊行計画に関すること。

(2) その他市史編さんに関し必要な事項

（委員）

第３条 委員会の委員は，市長及び教育長のほか，次に掲げる者のうちから，市

長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民の代表者

(3) 市の職員

(4) その他市長が適当と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は，当該市史編さん事業が終了するまでとする。ただし，欠

員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は市長をもってこれに充て，副委員長は委員の互選により選出する。

３ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠け

たときは，その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集する。

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。

３ 委員長は，会議の議長となり，議事を整理する。

４ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。

資料 ２



５ 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者に会議の出席を求め，

その意見若しくは説明を聴き，又は必要な関係資料の提出を求めることができ

る。

（編集委員会）

第７条 委員会に，市史に関する資料収集，調査研究，執筆及び編集作業につい

て，時代別及び分野別に行うため，編集委員会を置く。

２ 編集委員会の委員（以下「編集委員」という。）は，第３条第１号に掲げる

者及び市史編さんに関し専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

３ 第４条の規定は，編集委員の任期について準用する。

４ 編集委員会に委員長（以下「編集委員長」という。）を置き，編集委員の互

選によってこれを定める。

５ 編集委員長に事故があるとき，又は編集委員長が欠けたときは，あらかじめ

編集委員長が指名する委員が，その職務を代理する。

６ 前条の規定は，編集委員会について準用する。この場合において，前条第１

項中「委員会」とあるのは「編集委員会」と，前条第１項，第３項及び第５項

中「委員長」とあるのは「編集委員長」と，前条第２項，第４項及び第５項中

「委員」とあるのは「編集委員」と読み替えるものとする。

（編集専門部会）

第８条 編集委員会に，市史各編の編集及び刊行業務を推進するため，市史の構

成分野別の編集専門部会（以下「専門部会」という。）を置く。

２ 専門部会の委員（以下「部会委員」）は，編集委員及び市史編さんに関し専

門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

３ 専門部会に部会長を置き，編集委員をもって充てる。

４ 第４条の規定は，専門部会の委員の任期について準用する。

（行政機関の協力義務）

第９条 市の各種行政機関は，市史編さんに必要な資料の提供及び協力をしなけ

ればならない。

（庶務）

第10条 委員会，編集委員会，専門部会の庶務は，総務部総務課市史編さん室に

おいて処理する。



（その他）

第11条 この告示に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員

長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は，令和５年11月30日から施行する。

附 則

この告示は，令和６年２月21日から施行する。


